
別記２  

 

 

寝具類賃貸借の業務代行に関する細則 

 

 

（目 的） 

第１条  寝具類の賃貸借業務（洗濯業務及びセンター内における搬送業務等を含

む。）に関し、受託者が天災地変、人災、倒産等のためその業務が遂行できなく

なった場合、社会公共的責任と医療業務の完全を期するため、代行者がその業務

を代行することにより、これら諸般の問題を解決することを目的とする。 

（期 間） 

第２条 令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

 （業務代行の開始） 

第３条 業務代行者は、天変・地変・人災・労働争議・倒産等その他事情により受

託者が業務の継続ができなくなったことを確認したとき、その業務の代行を実施

する。 

（業務代行の範囲） 

第４条 代行者が業務を代行する範囲は、次のものとする。 

(1) 寝具類の提供、補充、補修及び洗濯 

(2) 前項に伴う納入業務及びセンター内における搬送業務等 

（業務代行実施期間中の委託料の支払） 

第５条 業務代行実施期間中の委託料の支払については、委託者は業務代行者の立

会の上、受託者に支払いを行うものとする。 

 


